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【年通号数】公開・登録公報2019-044
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【国際特許分類】
   Ｆ０３Ｂ  13/24     (2006.01)
【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】令和2年10月16日(2020.10.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　振動する作動流体からエネルギを抽出するための装置であって、前記作動流体のための
流路と、タービンと、流れ制御装置とを備え、前記タービンおよび前記流れ制御装置のそ
れぞれは前記流路と直接流体連通しており、使用時において、前記流れ制御装置は、第１
の構成と第２の構成とを選択的に動作させることができ、前記第１の構成は、前記流れ制
御装置が開くことによって前記作動流体の流れが当該流れ制御装置を通って前記流路を出
て、有意な量の空気が前記タービンを介して前記流路から抜けるのではなく前記タービン
をバイパスすることができ、前記第２の構成は、前記流れ制御装置が当該流れ制御装置を
通る流れを制限することによって、前記作動流体の流れが前記タービンを介して前記流路
に入る、装置。
【請求項２】
　前記流れ制御装置は、前記振動する作動流体の圧力および／または流れの方向の変化に
応じて前記流路へのアクセスの構成を変える、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記流れ制御装置は、前記第２の構成において、前記タービンのみを介して前記作動流
体の流れを促すように完全に閉鎖可能である、請求項１または２に記載の装置。
【請求項４】
　前記流れ制御装置が、前記第１の構成と前記第２の構成との動作を制御するための制御
機構を備えている、請求項１から３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項５】
　前記流れ制御装置は、前記作動流体の流れに対して開閉するように前記制御機構によっ
て動作可能な要素を有する、請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　前記要素は、ヒンジ式、スライド式、または回転式の可動式であり、前記流れ制御装置
の断面開口通路を覆う形状のものである、請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　前記流れ制御装置は、バタフライ弁またはチェック弁のうちの１つである、請求項１か
ら６のいずれか一項に記載の装置。
【請求項８】
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　前記タービンが、中央ハブと、前記ハブの周囲から延在するように配置された複数のブ
レードと、を備えるロータを含み、前記ロータは、前記流路に接続されたハウジング内に
配置され、前記ブレードの形状および前記ハブに対する向きが、前記ハウジングを通る前
記作動流体の一方向の軸方向流れに応じて前記タービンのロータの一方向の回転を促す、
請求項１から７のいずれか一項に記載の装置。
【請求項９】
　発電機が、前記タービンによって回転して電気エネルギを発生させるように構成されて
いる、請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　駆動軸が、当該駆動軸の近位端で前記ハブに連結され、当該駆動軸の遠位端で前記発電
機に連結されている、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記作動流体が空気であり、前記空気の流れが、前記流路と流体連通しており且つダク
ト内に位置する振動水柱の振動によって発生する、請求項１から１０のいずれか一項に記
載の装置。
【請求項１２】
　前記ダクトは、
ａ．第１の部分であって、使用時に当該第１の部分が配置されている水域の平均表面レベ
ル（ＭＳＬ）よりも下方で実質的に水没するように配置され、前記水域からの到来波を受
けるように配置された開口部を有する、第１の部分と、
ｂ．第２の部分であって、前記第１の部分から延び、使用時に前記ＭＳＬの上方に延在す
るように配置され、前記第１の部分を通った後の前記到来波から水を受け取るためのもの
である、第２の部分と、
を備え、
　前記流路は、前記第１の部分を通って流れた後の前記到来波から受け取る水の最大水位
の上方で延在する前記第２の部分の領域によって画定される、
　請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記ダクトの前記第１の部分および前記第２の部分は、当該第１の部分および当該第２
の部分の中間にある流れ方向制御セグメントを介して接続され、前記流れ方向制御セグメ
ントは、接続部に配置されて前記第１の部分と前記第２部分との間に延びる平面傾斜部分
によって画定される、請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記ダクトの前記第１の部分および前記第２の部分は概して細長い導管であり、前記第
１の部分は、前記第２の部分の断面積より大きい断面積を有する、請求項１２または１３
に記載の装置。
【請求項１５】
　前記第１の部分の開口部における断面積は、当該第１の部分の残りの部分よりも大きい
断面積であり、前記導管は、前記水域から前記ダクト内への前記到来波の流れを加速する
ように、前記開口部の外側進入口領域から前記第２部分に向かう方向に移動するときに断
面積が小さくなる、請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　前記第１の部分の前記外側進入口領域は、水域から前記ダクト内への入射波の流れをよ
り大きく捕捉するように、当該第１の部分が使用時に位置する水域の前記ＭＳＬの上方に
延在するように配置される、請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　前記ダクトは、当該ダクトが配置されている水域の底に位置するように動作可能である
、請求項１２から１６のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１８】
　ａ．振動水柱を受けるための少なくとも１つのダクトであって、
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　　ｉ．第１の部分であって、使用時に当該第１の部分が配置されている水域の平均表面
レベル（ＭＳＬ）よりも下方で実質的に水没するように配置され、前記水域からの到来波
を受信するように配置された開口部を有する、第１の部分と、
　　ｉｉ．第２の部分であって、前記第１の部分から延び、使用時に前記ＭＳＬの上方に
延在するように配置され、前記第１の部分を通った後の前記到来波から水を受け取るため
のものである、第２の部分と、を備え、
　使用時に、前記ダクト内外への水の繰り返しの移動の結果として振動水柱がダクト内に
形成され、前記ダクト外への水の流れは、前記開口部を介して且つ前記到来波の方向とは
反対の方向に流れる、ダクトと、
　ｂ．前記ダクトの前記第２の部分内に配置された流路と直接に流体連通する回転可能な
空気タービンと、
　ｃ．前記流路と直接に流体連通する少なくとも１つの流れ制御装置と、
　を備え、
　使用時において、前記流れ制御装置は、第１の構成と第２の構成とを動作させることが
でき、
　前記第１の構成は、前記装置が開くことによって、前記ダクトの前記第２の部分の中に
前記振動水柱が受け取られるときに、変位した空気の流れが前記流路を出て、有意な量の
空気が前記タービンを介して前記流路から抜けるのではなく前記タービンをバイパスする
ことができ、
　前記第２の構成は、前記装置が前記第２の部分の中へ流れる空気を制限することによっ
て、前記振動水柱が前記ダクトから前記反対方向に流出すると、前記回転可能な空気ター
ビンを介して空気流が前記流路に引き戻される、波エネルギ抽出システム。
【請求項１９】
　前記流れ制御装置は、前記振動する作動流体の圧力および／または流れの方向の変化に
応じて、前記第２の部分へのアクセスの構成を変える、請求項１８に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記タービンによって回転して電気エネルギを発生させるように構成された発電機をさ
らに備える、請求項１８または１９に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記タービンが、中央ハブと、前記ハブの周囲から延在するように配置された複数のブ
レードと、を備えるロータを含み、前記ロータは、前記第２の部分に接続された前記流路
内に配置され、前記ブレードの形状および前記ハブに対する向きが、前記流路を通って前
記第２の部分に入る軸方向空気流に応じて前記タービンのロータの一方向の回転を促す、
請求項２０に記載のシステム。
【請求項２２】
　駆動軸が、当該駆動軸の近位端で前記ハブに連結され、当該駆動軸の遠位端で前記発電
機に連結されている、請求項２１に記載のシステム。
【請求項２３】
　１つ又は複数の前記流れ制御装置の前記第１の構成と前記第２の構成との選択的な動作
によって前記ＭＳＬの上方に延在する前記第２の部分の表面領域の割合として前記流れ制
御装置の断面積を変えることによって、使用時の前記振動水柱の周波数を変えることがで
きる、請求項１８から２２のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記ＭＳＬの上方に延在する前記第２の部分の表面領域の割合としての前記流れ制御装
置の断面積が１５パーセント未満であるように構成される、請求項２３に記載のシステム
。
【請求項２５】
　前記割合が１０パーセント未満になるように構成される、請求項２４に記載のシステム
。
【請求項２６】
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　請求項１から請求項１７のいずれか一項に記載の装置を含む、請求項１８から請求項２
４のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項２７】
　振動水柱の水の移動の周波数を、当該柱と流体連通している水域にて出入りする波の周
波数に実質的に対応するように制御する方法であって、
　ａ．前記振動水柱を受けるためのダクトを配置するステップであって、前記ダクトが、
　　ｉ．第１の部分であって、使用時に当該第１の部分が配置されている前記水域の平均
表面レベル（ＭＳＬ）よりも下方で実質的に水没するように配置され、前記水域からの到
来波を受信するように配置された開口部を有する、第１の部分と、
　　ｉｉ．第２の部分であって、前記第１の部分から延び、使用時に前記ＭＳＬの上方に
延在するように配置され、前記第１の部分を通った後の前記到来波から水を受け取るため
のものである、第２の部分と、
を備え、使用時に、前記ダクト内外への水の繰り返しの移動の結果として前記振動水柱が
ダクト内に形成され、前記ダクト外への水の流れは、前記開口部を介して且つ前記到来波
の方向とは反対の方向に流れる、ステップと、
　ｂ．前記ＭＳＬの上方に延在する前記ダクトの前記第２の部分の内部の流路と直接に流
体連通する少なくとも１つの流れ制御装置の構成を変更するステップであって、使用時に
おいて、前記装置は、第１の構成と第２の構成とを動作させることができ、
　前記第１の構成は、前記装置が開くことによって、前記ダクトの中に前記振動水柱が受
け取られるときに、変位した空気の流れが前記第２の部分の前記流路を出て、有意な量の
空気が前記タービンを介して前記流路から抜けるのではなく前記タービンをバイパスする
ことができ、
　前記第２の構成は、前記装置が前記第２の部分の前記流路を通って内部へ流れる空気を
制限し、
　前記ダクトに出入りする前記振動水柱の周波数が、前記水域からの出入りする波の周波
数に実質的に対応する、方法。
【請求項２８】
　制御機構を用いて、前記出入りする波の周波数の変化に応じて前記少なくとも１つの流
れ制御装置の構成を連続的に調整するステップをさらに含む、請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　使用時に、前記制御機構は、前記１つまたは複数を流れ制御装置を前記第１の構成と前
記第２の構成とで選択的に動作させる、請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　前記ダクト、前記流れ制御装置、及び前記制御機構は、請求項１から１７のいずれか一
項に記載の通りである、請求項２９に記載の方法。
【請求項３１】
　振動する作動流体からエネルギを抽出するための装置であって、
 - 前記作動流体の流路を画定するハウジングと、
 - 使用時に前記流路内の前記作動流体と流体連通するように前記ハウジングに配置され
たエネルギ変換ユニットと、
 - 前記流路と流体連通する流れ制御手段であって、使用時にアクティブ構成とバイパス
構成とで前記流路の構成を選択的に変更可能であり、前記アクティブ構成は、前記作動流
体がエネルギ変換ユニットに作用し、前記バイパス構成は、前記作動流体が前記エネルギ
変換ユニットを迂回する、流れ制御手段と、
を備える装置。
【請求項３２】
　使用時に、前記流れ制御手段および前記エネルギ変換ユニットは、作動流体の流れが前
記流れ制御手段を介して前記流路を出るように、および作動流体の流れが前記エネルギ変
換ユニットを介して前記流路に入るように、順次的に動作するように構成される、請求項
３１に記載の装置。
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【請求項３３】
　前記ハウジングは、海に隣接して位置する振動水柱を含むように構成され、前記エネル
ギ変換ユニットに作用する前記作動流体の方向は、通過する波の落下に関連する、請求項
３７に記載の装置。
【請求項３４】
　前記エネルギ変換ユニットがタービンロータを含む、請求項３１から３３のいずれか一
項に記載の装置。
【請求項３５】
　他の点では請求項２から１７のいずれか一項に記載の通りである、請求項３１から３４
のいずれかに記載の装置。
【請求項３６】
　振動する作動流体からエネルギを抽出する方法であって、
（ｉ）前記振動する作動流体を受け取る流路を画定するハウジングを少なくとも部分的に
波を有する水域に配置するステップと、
（ｉｉ）前記振動する作動流体と流体連通するようにエネルギ変換ユニットを配置するス
テップと、
（ｉｉｉ）アクティブ構成とバイパス構成とで前記流路の構成を選択的に変更するための
流れ制御手段を提供するステップであって、前記アクティブ構成は、第１の所定の方向に
流れるときに前記作動流体が前記エネルギ変換ユニットに作用し、前記バイパス構成は、
第２の所定方向に流れるときに前記作動流体が前記エネルギ変換ユニットを迂回する、ス
テップと、
　を含む方法。
【請求項３７】
　他の点では請求項２８から３０のいずれか一項に記載の通りである、請求項３６に記載
の方法。
【請求項３８】
　振動波柱エネルギ捕捉装置を水域の沖合位置に配置する方法であって、
（ｉ）前記装置自体が浮揚補助具を備えており、前記装置を、動作可能な水中浮遊式のプ
ラットフォームに配置し、
（ｉｉ）前記プラットフォームと前記装置とを前記水域に浮かべ、
（ｉｉｉ）前記プラットフォームと前記装置とを前記水域内の所定の位置に移動させ、
（ｉｖ）前記プラットフォームを水没させて前記装置から分離させ、それにより前記装置
を前記浮揚補助具によって前記水域に浮かせた状態にし、
（ｖ）前記装置が部分的に水没して意図された動作使用のために前記所定の位置で水域の
床上に静止することができるように、前記浮遊補助具を取り外す、
　方法。
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